
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（ 魚崎南町８ 丁目他） 配水管取替工事 

 契約変更後の概要 

 

布設延長 ：  φ100 L=26. 1m、 φ150 L=336. 1m、 φ200 L=15. 3m、  

                φ300 L=23. 0m、 φ400 L=325. 8m、 φ500 L=34. 6、 SPφ300 L=0. 6ｍ 

   撤去延長 ：  φ100 L=24. 4m、 φ150 L=6. 5m、 φ200 L=361. 7m 

           φ300  L=12. 4m、 φ400  L=307. 7m、 φ600  L=28. 3m 

 

 

契約変更の理由 

 

１ ．  配管延長の変更  

管網再構築によ る 配水管維持の為およ び本工事に伴う 事前作業で発生し た漏水に伴い 

管材・ 管工・ 管本設工が増と なる 。  

 

 

２ ． ラ イ ナープレート の追加 

  φ３ ０ ０ 施工にあたり 国道横断部の土被り が非常に深く 既製品矢板施工が不可と なり ラ イ ナープレ ー

ト の設置が必要と なった。  

  こ れに伴いラ イ ナープレート ・ 覆工板設置が追加と なる 。  

 

３ ． 交通誘導警備員について 

当初、 5人／日を配置する 計画であったが、 所轄警察と の協議の結果、 日配置人数を変更する 必要が生

じ た。 こ れによ り 、 交通誘導警備員が変更と なる 。（ 増）  

 

 

４ ． 夜間施工の追加  

断水戸数が多数になる ため配水管の連絡工事が夜間施工と なった。   

こ れによ り 管工・ 管本設工・ 付帯工が増と なる 。  

 

 

 

 

 

 


